
          社会福祉施設及び福祉団体への補助金交付要綱第３条に基づく補助金の額
                                                                                     
     │名　　　　　称                  　　 │補 助 金 額                      │     
     │ 昭和村ボランティア協議会        　　│               ２８０，０００円  │     
     │ 利根沼田聴覚障害者協会          　　│                   ５，０００円  │     
     │ 星夜の森学舎                    　　│               １００，０００円  │     
     │ たけのこ学園                    　　│               １００，０００円  │     
     │ くりのみ学園                    　　│               １００，０００円  │     
     │ 子育保育園                      　　│               １００，０００円  │     
     │ 南小学校                        　　│                 ６４，０００円  │     
     │ 東小学校                        　　│                 ４３，０００円  │     
     │ 大河原小学校                   　　 │                 ２３，０００円  │     
  　 │ 昭和村ふれあい・いきいきサロン連絡会│ 　　　　　　　　５０，０００円　│
    （補助金の交付等）
       第４条第２項　補助金の額は予算の範囲内で会長が決定する。


